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NPO法人 (ほうじん)日本 (にっぽん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)協議 (きょうぎ)会 (かい)　障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)に関する公開 (こうかい)質問 (しつもん)状 (じょう)への回答 (かいとう)　2026年 (ねん)２月 (　がつ)衆議院 (しゅうぎいん)選挙

※政党 (せいとう)の並 (なら)び順 (じゅん)は公示 (こうじ)前 (まえ)の議席 (ぎせき)数 (すう)順 (じゅん)です。


１．優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)最高裁 (さいこうさい)判決 (はんけつ)を踏 (ふ)まえた対応 (たいおう)について
優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)下 (か)で行 (おこな)われた強制 (きょうせい)不妊 (ふにん)手術 (しゅじゅつ)などを憲法 (けんぽう)違反 (いはん)として39人 (にん)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)が訴 (うった)えていた優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)裁判 (さいばん)について、2024年 (ねん)７月 (がつ)３日 (にち)に最高裁 (さいこうさい)大 (だい)法廷 (ほうてい)において、優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)は立法 (りっぽう)時 (じ)から違憲 (いけん)であり、国会 (こっかい)の責任 (せきにん)は重 (おも)いと断 (だん)じました。９月 (がつ)30日 (にち)に原告 (げんこく)団 (だん)・弁護 (べんご)団 (だん)・優生 (ゆうせい)連 (れん)※1
と国 (くに)との間 (あいだ)で「基本 (きほん)合意 (ごうい)」が締結 (ていけつ)され、10月 (がつ)８日 (にち)には「補償 (ほしょう)法 (ほう)※2」
が成立 (せいりつ)し、被害 (ひがい)者 (しゃ)への謝罪 (しゃざい)と補償 (ほしょう)が実現 (じつげん)されつつあります。

※１ 優生 (ゆうせい)連 (れん)：優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)問題 (もんだい)の全面 (ぜんめん)解決 (かいけつ)をめざす全国 (ぜんこく)連絡 (れんらく)会 (かい)
※２ 補償 (ほしょう)法 (ほう)：旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)に基 (もと)づく優生 (ゆうせい)手術 (しゅじゅつ)等 (とう)を受 (う)けた者 (もの)等 (とう)に対する補償 (ほしょう)金 (きん)等 (とう)の支給 (しきゅう)等 (とう)に関 (かん)する法律 (ほうりつ)

このような経緯 (けいい)を踏 (ふ)まえ、今後 (こんご)の国 (くに)としての対応 (たいおう)や人権 (じんけん)施策 (しさく)のあり方について貴 (き)党 (とう)の考 (かんが)えをお教 (おし)えください。重要 (じゅうよう)と思 (おも)われる次 (つぎ)の3点 (てん)について、貴 (き)党 (とう)の考え方 (かんが かた)に最 (もっと)も近 (ちか)い選択肢 (せんたくし)を、a･b･cから1つ選 (えら)んでください。（この設問 (せつもん)は他 (ほか)とは回答 (かいとう)方式 (ほうしき)が異 (こと)なります。）

①国内 (こくない)人権 (じんけん)機関 (きかん)（いわゆるパリ原則 (げんそく)に則 (のっと)って）の創設 (そうせつ)について
a早急 (そうきゅう)に検討 (けんとう)に入 (はい)るべき　　　　　b当面 (とうめん)は必要 (ひつよう)ない　　　　　cその他 (た)(　　　　　)

②優生 (ゆうせい)思想 (しそう)に基 (もと)づく差別 (さべつ)や偏見 (へんけん)を根絶 (こんぜつ)するための基本 (きほん)法 (ほう)の制定 (せいてい)について
a早急 (そうきゅう)に検討 (けんとう)に入 (はい)るべき　　　　　b当面 (とうめん)は必要 (ひつよう)ない　　　　　cその他 (た)(　　　　　)

③優生 (ゆうせい)政策 (せいさく)に関する資料 (しりょう)（当事者 (とうじしゃ)の生 (なま)の声 (こえ)や手記 (しゅき)などを含 (ふく)む）を保存 (ほぞん)するための「資料 (しりょう)センター」の創設 (そうせつ)について
a早急 (そうきゅう)に検討 (けんとう)に入 (はい)るべき　　　　　b当面 (とうめん)は必要 (ひつよう)ない　　　　　cその他 (た)(　　　　　)

●その他 (た)、お気 (き)づきのことがあれば自由 (じゆう)に記述 (きじゅつ)してください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)
①から③全 (すべ)てc
①：国際 (こくさい)的 (てき)な要請 (ようせい)や平成 (へいせい)13年 (ねん)の人権 (じんけん)擁護 (ようご)推進 (すいしん)審議 (しんぎ)会 (かい)の答申 (とうしん)を受 (う)け、新 (あら)たな人権 (じんけん)救済 (きゅうさい)機関 (きかん)の設置 (せっち)等 (とう)を目的 (もくてき)として、平成 (へいせい)14年 (ねん)と平成 (へいせい)24年 (ねん)に政府 (せいふ)がそれぞれ法案 (ほうあん)を提出 (ていしゅつ)しましたが、いずれも衆議院 (しゅうぎいん)の解散 (かいさん)によって廃案 (はいあん)となりました。国内 (こくない)人権 (じんけん)機関 (きかん)の設置 (せっち)を含 (ふく)めた人権 (じんけん)救済 (きゅうさい)制度 (せいど)の在り方 (あ　かた)については、これまでの議論 (ぎろん)の状況 (じょうきょう)も踏 (ふ)まえ、政府 (せいふ)において不断 (ふだん)に検討 (けんとう)すべきと考 (かんが)えます。近年 (きんねん)、いわゆる障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)、ヘイトスピーチ解消 (かいしょう)法 (ほう)、部落 (ぶらく)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)推進 (すいしん)法 (ほう)などの個別 (こべつ)法 (ほう)を制定 (せいてい)してきており、差別 (さべつ)のない社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)のため、まずはこれらの個別 (こべつ)法 (ほう)に基 (もと)づき、きめ細かな人権 (じんけん)救済 (きゅうさい)を推進 (すいしん)していきます。
②と③：2024年 (ねん)12月 (がつ)に政府 (せいふ)で取 (と)りまとめた「障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)けた行動 (こうどう)計画 (けいかく)」において、「記憶 (きおく)を風化 (ふうか)させないようにするための方策 (ほうさく)、人権 (じんけん)侵害 (しんがい)に迅速 (じんそく)に対応 (たいおう)する実効 (じっこう)性 (せい)のある体制 (たいせい)の構築 (こうちく)など、引き続 (ひ　つづ)き検討 (けんとう)する。その際 (さい)、今後 (こんご)予定 (よてい)されている国会 (こっかい)による旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)に係 (かか)る調査 (ちょうさ)・検証 (けんしょう)の内容 (ないよう)・結果 (けっか)も踏 (ふ)まえるとともに、障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)け、法 (ほう)制度 (せいど)の在り方 (あ　かた)を含 (ふく)め、教育 (きょういく)・啓発 (けいはつ)等 (とう)の諸 (しょ)施策 (しさく)を検討 (けんとう)し、実施 (じっし)するものとする」とされており、旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)補償 (ほしょう)金 (きん)等 (とう)支給 (しきゅう)法 (ほう)第 (だい)33条 (じょう)に基 (もと)づく調査 (ちょうさ)及 (およ)び検証 (けんしょう)の結果 (けっか)を踏 (ふ)まえ、検討 (けんとう)していく必要 (ひつよう)があると考 (かんが)えます。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
①：a　②：c　③：c
②：優生 (ゆうせい)思想 (しそう)に基 (もと)づく偏見 (へんけん)と差別 (さべつ)を含 (ふく)め、疾病 (しっぺい)や障害 (しょうがい)のある方々 (かたがた)に対するあらゆる偏見 (へんけん)と差別 (さべつ)を根絶 (こんぜつ)し、個人 (こじん)の尊厳 (そんげん)が尊重 (そんちょう)される共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)け、法 (ほう)制度 (せいど)の在り方 (あ　かた)を含 (ふく)め、更 (さら)なる施策 (しさく)を検討 (けんとう)する必要 (ひつよう)があると考 (かんが)えています。
③：二 (に)度 (ど)と同 (おな)じ過 (あやま)ちを繰り返 (く　かえ)さないよう、徹底的 (てっていてき)な調査 (ちょうさ)・検証 (けんしょう)を実施 (じっし)するとともに、資料 (しりょう)センターの創設 (そうせつ)も含 (ふく)め、優生 (ゆうせい)手術 (しゅじゅつ)等 (とう)に係 (かか)る歴史 (れきし)的 (てき)事実 (じじつ)やその背景 (はいけい)を後世 (こうせい)に伝承 (でんしょう)し、記憶 (きおく)の風化 (ふうか)を防 (ふせ)ぐための取り組 (と　く)みを推進 (すいしん)する必要 (ひつよう)があると考 (かんが)えます。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
①から③全 (すべ)てa
優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)が国会 (こっかい)で全会 (ぜんかい)一致 (いっち)の議員 (ぎいん)立法 (りっぽう)として成立 (せいりつ)してしまい、その後、廃止 (はいし)されるまで長期 (ちょうき)の年月 (ねんげつ)がかかってしまった事実 (じじつ)を踏 (ふ)まえ、国会 (こっかい)の責任 (せきにん)として、被害 (ひがい)者 (しゃ)への贖罪 (しょくざい)と、二度 (にど)と繰り返 (く かえ)さないという宣誓 (せんせい)を明 (あき)らかにすべきと思 (おも)います。

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
①から③全 (すべ)てc
旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)に基 (もと)づき、多 (おお)くの方々 (かたがた)が、誤 (あやま)った目的 (もくてき)の下 (もと)、特定 (とくてい)の疾病 (しっぺい)や障害 (しょうがい)を有 (ゆう)することを理由 (りゆう)に、生殖 (せいしょく)を不能 (ふのう)にする手術 (しゅじゅつ)、人工 (じんこう)妊娠 (にんしん)中絶 (ちゅうぜつ)を受 (う)けることを強 (し)いられて、子 (こ)を産 (う)み育 (そだ)てるか否 (いな)かについて自 (みずか)ら意思 (いし)決定 (けってい)をする機会 (きかい)を奪 (うば)われ、長年 (ながねん)にわたり耐え難 (た がた)い苦難 (くなん)と苦痛 (くつう)を受 (う)けてまいりました。
最高 (さいこう)裁判所 (さいばんしょ)の大 (だい)法廷 (ほうてい)判決 (はんけつ)において、旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)の規定 (きてい)は日本国 (にほんこく)憲法 (けんぽう)に違反 (いはん)するものであり、当該 (とうがい)規定 (きてい)に係 (かか)る国会 (こっかい)議員 (ぎいん)の立法 (りっぽう)行為 (こうい)は違法 (いほう)であると判断 (はんだん)され、国 (くに)の損害 (そんがい)賠償 (ばいしょう)責任 (せきにん)が認 (みと)められました。このような事態 (じたい)を二度 (にど)と繰り返 (く かえ)すことのないように、あらゆる偏見 (へんけん)と差別 (さべつ)を根絶 (こんぜつ)し、疾病 (しっぺい)や障害 (しょうがい)によって分 (わ)け隔 (へだ)てられることなく尊厳 (そんげん)が尊重 (そんちょう)される共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)を実現 (じつげん)すべく、全力 (ぜんりょく)を尽 (つ)くします。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
①から③すべてa
「障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)けた対策 (たいさく)推進 (すいしん)本部 (ほんぶ)」の下 (もと)、「障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)けた行動 (こうどう)計画 (けいかく)」が策定 (さくてい)されました。ヒアリングでは「障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や無知 (むち)の解消 (かいしょう)のためにはインクルーシブ教育 (きょういく)を推進 (すいしん)すべき」。「障害 (しょうがい)の有無 (うむ)にかかわらず共 (とも)に学 (まな)び共 (ども)に育 (そだ)つ経験 (けいけん)を通じて偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)を根本 (こんぽん)から解消 (かいしょう)可能 (かのう)」が出 (だ)されていましたが、省庁 (しょうちょう)の調整 (ちょうせい)を経 (へ)て出 (だ)された計画 (けいかく)では、「心 (こころ)のバリアフリー」の取組 (と　くみ)の強化 (きょうか)にとどまっています。
障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)・差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)を本気 (ほんき)で目指 (めざ)すのであれば、対策 (たいさく)推進 (すいしん)本部 (ほんぶ)幹事 (かんじ)会 (かい)の構成 (こうせい)員 (いん)を省庁 (しょうちょう)のみでなく、被害 (ひがい)当事者 (とうじしゃ)、障害 (しょうがい)当事者 (とうじしゃ)を入 (い)れるべきと考 (かんが)えます。

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
①から③すべてa
25年 (ねん)11月末 (がつまつ)現在 (げんざい)、補償 (ほしょう)金 (きん)の認定 (にんてい)者 (しゃ)はわずか1560人 (にん)であり、被害 (ひがい)者 (しゃ)の２％ (ぱーせんと)にとどまっています。弁護 (べんご)団 (だん)などから「すべての障害 (しょうがい)者 (しゃ)手帳 (てちょう)所持 (しょじ)者 (しゃ)に補償 (ほしょう)法 (ほう)ができたことを国 (くに)が知 (し)らせるべき」「視覚 (しかく)的 (てき)な情報 (じょうほう)が多 (おお)いと視覚 (しかく)障害 (しょうがい)者 (しゃ)には情報 (じょうほう)が入 (はい)ってこないので、テキストでわかりやすく伝 (つた)えることが必要 (ひつよう)」「知的 (ちてき)障害 (しょうがい)の人 (ひと)にはどこまで情報 (じょうほう)が伝 (つた)わっているのか」などの声 (こえ)があがっています。すべての被害 (ひがい)者 (しゃ)に補償 (ほしょう)の情報 (じょうほう)が届 (とど)くよう、国 (くに)は自治体 (じちたい)と連携 (れんけい)してあらゆる手 (て)を打 (う)つべきです。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
①から③全 (すべ)てa



２．障害 (しょうがい)のある人 (ひと)の投票 (とうひょう)について
　障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)条約 (じょうやく)や障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)にもとづき、「障害 (しょうがい)がある人々 (ひとびと)の投票 (とうひょう)行為 (こうい)について合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)を欠 (か)くことは差別 (さべつ)である」との認識 (にんしき)の下 (もと)、当会 (とうかい)は実態 (じったい)調査 (ちょうさ)や要望 (ようぼう)書 (しょ)などさまざまな活動 (かつどう)を続 (つづ)けています。総務 (そうむ)省 (しょう)や厚 (こう)労 (ろう)省 (しょう)による通知 (つうち)の発出 (はっしゅつ)、地方自治体 (ちほうじちたい)でもマニュアル作成 (さくせい)など対策 (たいさく)が検討 (けんとう)されていますが、今回 (こんかい)の突然 (とつぜん)の総 (そう)選挙 (せんきょ)においてもさらなる進展 (しんてん)をめざしたいと考 (かんが)えます。すべての障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が選挙 (せんきょ)権 (けん)を行使 (こうし)するためにどのような投票 (とうひょう)環境 (かんきょう)の改善 (かいぜん)が求 (もと)められるか、貴 (き)党 (とう)の考 (かんが)えをお教 (おし)えください。
以下 (いか)の選択肢 (せんたくし)から優先 (ゆうせん)すべきと考 (かんが)えるものに○をつけてお答えください（１つでもよい）。

① 自治体 (じちたい)の選挙 (せんきょ)管理 (かんり)委員 (いいん)会 (かい)は「合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)」「不当 (ふとう)な差別 (さべつ)的 (てき)取扱 (とりあつか)いの禁止 (きんし)」に関するマニュアルを作成 (さくせい)し、障害 (しょうがい)当事者 (とうじしゃ)の声 (こえ)を聞 (き)き、地域 (ちいき)事情 (じじょう)や実態 (じったい)を把握 (はあく)して、その実施 (じっし)や改訂 (かいてい)に努 (つと)め、周知 (しゅうち)を徹底 (てってい)すべきである。
② 投票 (とうひょう)所 (じょ)までのアクセス、投票 (とうひょう)所内 (じょない)の移動 (いどう)、投票 (とうひょう)用紙 (ようし)、自書 (じしょ)による記入 (きにゅう)方法 (ほうほう)の改善 (かいぜん)などバリアフリー化 (か)に努 (つと)めるべきである。
③選挙 (せんきょ)公報 (こうほう)は、アクセシブルでわかりやすい情報 (じょうほう)とし、点字 (てんじ)版 (ばん)、拡大 (かくだい)文字 (もじ)版 (ばん)、音声 (おんせい)版 (ばん)、分 (わ)かり易 (やす)い版 (ばん)、電子 (でんし)版 (ばん)の作成 (さくせい)など、障害 (しょうがい)がある人 (ひと)に障害 (しょうがい)がない人 (ひと)と同 (おな)じタイミングで情報 (じょうほう)が確実 (かくじつ)に届 (とど)くよう努 (つと)めるべきである。
④郵便 (ゆうびん)投票 (とうひょう)の簡素 (かんそ)化 (か)や巡回 (じゅんかい)型 (がた)の移動 (いどう)投票 (とうひょう)所 (じょ)など投票 (とうひょう)行為 (こうい)の可能 (かのう)性 (せい)をはかるべきである。
●その他、お気 (き)づきのことなどあれば自由 (じゆう)に記述 (きじゅつ)してください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)◆
②、④
障害 (しょうがい)者 (しゃ)の方々 (かたがた)の投票 (とうひょう)環境 (かんきょう)の整備 (せいび)は重要 (じゅうよう)な課題 (かだい)と認識 (にんしき)しています。投票 (とうひょう)所 (しょ)設備 (せつび)等 (とう)のハード面 (めん)や情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)等 (とう)のソフト面 (めん)の両面 (りょうめん)での向上 (こうじょう)を図 (はか)る地方 (ちほう)公共 (こうきょう)団体 (だんたい)の取組 (と　く)みについて、自民党 (じみんとう)としても、地方 (ちほう)財政 (ざいせい)の充実 (じゅうじつ)・確保 (かくほ)等 (とう)を通じて積極 (せっきょく)的 (てき)に後押 (あとお)ししています。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
①から④すべて選択 (せんたく)
すべての有権者 (ゆうけんしゃ)が平等 (びょうどう)に参政 (さんせい)権 (けん)を行使 (こうし)できるよう、これまで成年 (せいねん)後見 (こうけん)制度 (せいど)利用 (りよう)者 (しゃ)の選挙 (せんきょ)権 (けん)回復 (かいふく)などに尽力 (じんりょく)してきました。引き続 (ひ　つづ)き、障 (しょう)がい者 (しゃ)や高齢 (こうれい)者 (しゃ)等 (とう)がより投票 (とうひょう)しやすい環境 (かんきょう)を整備 (せいび)するため、投票 (とうひょう)所 (じょ)のバリアフリー化 (か)や利便 (りべん)性 (せい)向上 (こうじょう)、郵便 (ゆうびん)投票 (とうひょう)の対象 (たいしょう)拡大 (かくだい)に向 (む)けた議論 (ぎろん)を推進 (すいしん)します。
また、スマートフォン等 (とう)を用 (もち)いたインターネット投票 (とうひょう)の実現 (じつげん)に向 (む)け、本人 (ほんにん)確認 (かくにん)やセキュリティ対策 (たいさく)、選挙 (せんきょ)の公正 (こうせい)確保 (かくほ)といった課題 (かだい)を解決 (かいけつ)しつつ、導入 (どうにゅう)をめざしてまいります。多様 (たよう)なニーズに対応 (たいおう)し、有権者 (ゆうけんしゃ)である誰 (だれ)もがスムーズに権利 (けんり)を行使 (こうし)できる社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に取り組 (と　く)みます。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
①、②、③、④
障害 (しょうがい)のある人 (ひと)の参政 (さんせい)権 (けん)、投票 (とうひょう)権 (けん)の保障 (ほしょう)については、不断 (ふだん)の見直 (みなお)しと改善 (かいぜん)が必要 (ひつよう)だと考 (かんが)えています。各 (かく)自治体 (じちたい)の各 (かく)選挙 (せんきょ)において、反省 (はんせい)点 (てん)を洗い出 (あら だ)し、条件 (じょうけん)のあるところから改善 (かいぜん)していくことが望 (のぞ)ましいと考 (かんが)えます。

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
②
障 (しょう)がい者 (しゃ)や高齢 (こうれい)者 (しゃ)の権利 (けんり)行使 (こうし)としての投票 (とうひょう)機会 (きかい)確保 (かくほ)のため、郵便 (ゆうびん)投票 (とうひょう)の範囲 (はんい)拡大 (かくだい)や投票 (とうひょう)所 (じょ)のバリアフリー化 (か)、点字 (てんじ)・音声 (おんせい)・手話 (しゅわ)等 (とう)による情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)や合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)としてのチェックによる投票 (とうひょう)等 (とう)についての制度 (せいど)改革 (かいかく)に取り組 (と く)みます。また、インターネット投票 (とうひょう)の導入 (どうにゅう)により、すべての有権者 (ゆうけんしゃ)がより投票 (とうひょう)しやすい環境 (かんきょう)づくりを進 (すす)めます。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
①から④すべて選択

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
①から④すべて選択 (せんたく)
共産党 (きょうさんとう)は昨年 (さくねん)の国会 (こっかい)質疑 (しつぎ)の中 (なか)でも投票 (とうひょう)所 (じょ)のバリアフリー化 (か)を求 (もと)め、合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)を求 (もと)めてきました。
今回 (こんかい)の短期間 (たんきかん)の選挙 (せんきょ)は、選挙 (せんきょ)を実施 (じっし)すること自体 (じたい)が点字 (てんじ)の選挙 (せんきょ)公報 (こうほう)が間に合 (ま　あ)わないなど、合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)を欠 (か)く行為 (こうい)だと言 (い)わざるを得 (え)ません。大雪 (おおゆき)の季節 (きせつ)であり、投票 (とうひょう)所 (じょ)まで足 (あし)を運 (はこ)ぶことが困難 (こんなん)な障害 (しょうがい)者 (しゃ)や高齢 (こうれい)者 (しゃ)のための移動 (いどう)支援 (しえん)の制度 (せいど)があっても使 (つか)えるのか、また巡回 (じゅんかい)投票 (とうひょう)車 (しゃ)が出 (だ)せるのかなど、投票 (とうひょう)できるかわからない状況 (じょうきょう)を作り出 (つく　だ)しています。どんな状況 (じょうきょう)のもとでも、投票 (とうひょう)の権利 (けんり)を保障 (ほしょう)するためには何 (なに)が必要 (ひつよう)なのか、当事者 (とうじしゃ)参加 (さんか)の話し合 (はな　あ)いによってさらに制度 (せいど)を拡充 (かくじゅう)させます。
昨年 (さくねん)、手話 (しゅわ)施策 (しさく)推進 (すいしん)法 (ほう)が成立 (せいりつ)しましたが、聴覚 (ちょうかく)障害 (しょうがい)者 (しゃ)の参政 (さんせい)権 (けん)保障 (ほしょう)をさらにすすめます。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
①、②、③、④
４つとも早急 (そうきゅう)に対応 (たいおう)すべきと思 (おも)います。


３．所得 (しょとく)保障 (ほしょう)のあり方 (かた)について　
障害 (しょうがい)のある人 (ひと)の所得 (しょとく)については、就労 (しゅうろう)の機会 (きかい)が得 (え)にくいことや障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)が十分 (じゅうぶん)でないことなどにより、日常 (にちじょう)生活 (せいかつ)を送 (おく)るにも困難 (こんなん)があり、「貧困 (ひんこん)」状況 (じょうきょう)にあるなどの調査 (ちょうさ)結果 (けっか)もあります。結果 (けっか)として、家族 (かぞく)に依存 (いぞん)、生活 (せいかつ)保護 (ほご)受給 (じゅきゅう)といった状況 (じょうきょう)にある人 (ひと)も数多 (かずおお)くいます。このような状況 (じょうきょう)を打開 (だかい)するための所得 (しょとく)保障 (ほしょう)のあり方について、貴 (き)党 (とう)の考 (かんが)えをお教 (おし)えください。
以下 (いか)の選択肢 (せんたくし)から優先 (ゆうせん)すべきと考 (かんが)える２つまでに、○をつけてお答 (こた)えください（１つでもよい）。

①企業 (きぎょう)等 (とう)に就労 (しゅうろう)して安定 (あんてい)した収入 (しゅうにゅう)を得 (え)られるよう、障害 (しょうがい)者 (しゃ)の就労 (しゅうろう)支援 (しえん)施策 (しさく)を拡充 (かくじゅう)すべきである。
②福祉 (ふくし)的 (てき)就労 (しゅうろう)の場 (ば)に雇用 (こよう)契約 (けいやく)を位置付 (いちづ)け、年金 (ねんきん)とあわせて生活 (せいかつ)できる収入 (しゅうにゅう)を保障 (ほしょう)すべきである。
③障害 (しょうがい)基礎 (きそ)年金 (ねんきん)の増額 (ぞうがく)や認定 (にんてい)方法 (ほうほう)など、障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の抜本 (ばっぽん)的 (てき)な改革 (かいかく)を検討 (けんとう)すべきである。
④国民 (こくみん)生活 (せいかつ)基礎 (きそ)調査 (ちょうさ)に基 (もと)づく障害 (しょうがい)者 (しゃ)の相対 (そうたい)的 (てき)貧困 (ひんこん)率 (りつ)を明 (あき)らかにし、公表 (こうひょう)すべきである。
⑤生活 (せいかつ)保護 (ほご)制度 (せいど)との関係 (かんけい)性 (せい)を整理 (せいり)すべきである。
⑥家族 (かぞく)依存 (いぞん)を求 (もと)める「扶養 (ふよう)義務 (ぎむ)制度 (せいど)」そのものを検討 (けんとう)すべきである。
●その他、お気 (き)づきのことなどあれば自由 (じゆう)に記述 (きじゅつ)してください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)
回答 (かいとう)なし
地域 (ちいき)において自立 (じりつ)した日常 (にちじょう)生活 (せいかつ)及 (およ)び社会 (しゃかい)生活 (せいかつ)を送 (おく)る上 (うえ)では、障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)などの所得 (しょとく)保障 (ほしょう)や就労 (しゅうろう)支援 (しえん)などを組み合 (く　あ)わせて、ご本人 (ほんにん)が希望 (きぼう)する生活 (せいかつ)を実現 (じつげん)できるよう支援 (しえん)することが重要 (じゅうよう)であり、併 (あわ)せて、工賃 (こうちん)向上 (こうじょう)などの収入 (しゅうにゅう)を増 (ふ)やす取組 (とりくみ)を進 (すす)め、障害 (しょうがい)のある方 (かた)が安心 (あんしん)して生活 (せいかつ)を送 (おく)ることができるよう努 (つと)めてまいります。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
①、③
これまで、障 (しょう)がい者 (しゃ)の就労 (しゅうろう)を年金 (ねんきん)制度 (せいど)上 (じょう)評価 (ひょうか)する仕組 (しく)みや、特別 (とくべつ)障害 (しょうがい)給付 (きゅうふ)金 (きん)の創設 (そうせつ)などを実現 (じつげん)してきました。2019年 (ねん)10月 (がつ)から障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)生活 (せいかつ)者 (しゃ)支援 (しえん)給付 (きゅうふ)金 (きん)が実施 (じっし)されていますが障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の認定 (にんてい)状況 (じょうきょう)を速 (すみ)やかに調査 (ちょうさ)し適切 (てきせつ)な認定 (にんてい)体制 (たいせい)を整備 (せいび)することや、障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の相談 (そうだん)体制 (たいせい)を拡充 (かくじゅう)すること、また、障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の在り方 (あ　かた)については、医療 (いりょう)モデルから社会 (しゃかい)モデルに転換 (てんかん)するなど更 (さら)なる改善 (かいぜん)に向 (む)けて検討 (けんとう)します。
今後 (こんご)さらに、一般 (いっぱん)就労 (しゅうろう)の拡大 (かくだい)や就労 (しゅうろう)継続 (けいぞく)支援 (しえん)を含 (ふく)めた障 (しょう)がい者 (しゃ)の就労 (しゅうろう)環境 (かんきょう)の改善 (かいぜん)等 (とう)を通じて、所得 (しょとく)保障 (ほしょう)の充実 (じゅうじつ)と社会 (しゃかい)参加 (さんか)の拡大 (かくだい)を推進 (すいしん)していきます。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
①、③
障害 (しょうがい)者 (しゃ)の方 (かた)も自立 (じりつ)することが望 (のぞ)ましく、雇用 (こよう)契約 (けいやく)を前提 (ぜんてい)とする障害 (しょうがい)者 (しゃ)雇用 (こよう)率 (りつ)制度 (せいど)（法定 (ほうてい)雇用 (こよう)率 (りつ)）に加 (くわ)え、フリーランスや就労 (しゅうろう)継続 (けいぞく)支援 (しえん)事業 (じぎょう)所 (しょ)等 (とう)への発注 (はっちゅう)額 (がく)を評価 (ひょうか)する仕組 (しく)みの導入 (どうにゅう)等 (とう)、様々 (さまざま)な規制 (きせい)緩和 (かんわ)を通 (つう)じ、身体 (しんたい)・知的 (ちてき)・精神 (せいしん)の障 (しょう)がい種別 (しゅべつ)にとらわれない障害 (しょうがい)者 (しゃ)の就労 (しゅうろう)環境 (かんきょう)の向上 (こうじょう)を推進 (すいしん)します。自立 (じりつ)できない障害 (しょうがい)者 (しゃ)は社会 (しゃかい)的 (てき)弱者 (じゃくしゃ)として支援 (しえん)をすべきと考 (かんが)えます。また無 (む)年金 (ねんきん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)の解消 (かいしょう)が急務 (きゅうむ)です。

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
①
既存 (きぞん)の発想 (はっそう)にとらわれない新 (あら)たな社会 (しゃかい)参加 (さんか)・就労 (しゅうろう)機会 (きかい)の場 (ば)を確保 (かくほ)します。
障 (しょう)がい者 (しゃ)支援 (しえん)のため、優先 (ゆうせん)調達 (ちょうたつ)の促進 (そくしん)（就労 (しゅうろう)支援 (しえん)施設 (しせつ)からの自主 (じしゅ)製品 (せいひん)の優先 (ゆうせん)調達 (ちょうたつ)）や適正 (てきせい)な工賃 (こうちん)の検討 (けんとう)を行 (おこな)います。障 (しょう)がい者 (しゃ)に関する公的 (こうてき)支援 (しえん)全般 (ぜんぱん)について所得 (しょとく)制限 (せいげん)撤廃 (てっぱい)をめざします。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
②、③
れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)は、所得 (しょとく)保障 (ほしょう)政策 (せいさく)として「最低 (さいてい)保障 (ほしょう)年金 (ねんきん)」を導入 (どうにゅう)し、低 (てい)年金 (ねんきん)、無 (む)年金 (ねんきん)の方 (ほう)の生活 (せいかつ)を支 (ささ)えることを基本 (きほん)政策 (せいさく)に取り入 (と　い)れています。
また、障害 (しょうがい)者 (しゃ)雇用 (こよう)施策 (しさく)として、「福祉 (ふくし)的 (てき)就労 (しゅうろう)（就労 (しゅうろう)継続 (けいぞく)支援 (しえん)B型 (がた)）」の場 (ば)で働 (はたら)く障害 (しょうがい)者 (しゃ)（利用 (りよう)者 (しゃ)）の現状 (げんじょう)改善 (かいぜん)のため、障害 (しょうがい)者 (しゃ)も健常 (けんじょう)者 (しゃ)と同様 (どうよう)に最低 (さいてい)賃金 (ちんぎん)を保障 (ほしょう)し、イタリアの社会 (しゃかい)的 (てき)協同 (きょうどう)組合 (くみあい)、社会 (しゃかい)的 (てき)企業 (きぎょう)のような、雇用 (こよう)・被 (ひ)雇用 (こよう)ではない第 (だい)三 (さん)の働 (はたら)き方 (かた)への国 (くに)・自治体 (じちたい)の支援 (しえん)を法 (ほう)制度 (せいど)化 (か)することを基本 (きほん)政策 (せいさく)に取り入 (と　い)れています。

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
②、③
2025年 (ねん)は障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)を申請 (しんせい)しても不 (ふ)支給 (しきゅう)となった人 (ひと)の割合 (わりあい)が24年度 (ねんど)は23年度 (ねんど)より約 (やく)1・5倍 (ばい)に増加 (ぞうか)し、精神 (せいしん)障害 (しょうがい)・知的 (ちてき)障害 (しょうがい)では基礎 (きそ)年金 (ねんきん)の不 (ふ)支給 (しきゅう)は約 (やく)2倍 (ばい)に増 (ふ)えたことが明 (あき)らかになりました。これまでも年金 (ねんきん)機構 (きこう)では都道府県 (とどうふけん)ごとに障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の認定 (にんてい)格差 (かくさ)のあることが問題 (もんだい)になり全国 (ぜんこく)一 (いち)本 (ほん)化 (か)しての審査 (しんさ)になるなど「改革 (かいかく)」されてきましたが、依然 (いぜん)として審査 (しんさ)はブラックボックスに包 (つつ)まれています。障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)を憲法 (けんぽう)25条 (じょう)にもとづいた障害 (しょうがい)者 (しゃ)の「権利 (けんり)」として保障 (ほしょう)し、必要 (ひつよう)な人 (ひと)すべてに支給 (しきゅう)されるよう、医学 (いがく)的 (てき)所見 (しょけん)を中心 (ちゅうしん)とした障害 (しょうがい)認定 (にんてい)基準 (きじゅん)、障害 (しょうがい)認定 (にんてい)システムから、生活 (せいかつ)のしずらさや障害 (しょうがい)者 (しゃ)のくらしに寄り添 (よりそ)った年金 (ねんきん)制度 (せいど)にできるよう、根本 (こんぽん)的 (てき)に見直 (みなお)すべきです。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
②、⑥
あえて２つだけ〇をしましたが、いずれも重要 (じゅうよう)と思 (おも)います。


４．精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)のあり方について
国連 (こくれん)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)委員 (いいん)会 (かい)の勧告 (かんこく)（2022）で、長期 (ちょうき)入院 (にゅういん)・強制 (きょうせい)入院 (にゅういん)などの精神 (せいしん)医療 (いりょう)政策 (せいさく)が厳 (きび)しく指摘 (してき)されました。一般 (いっぱん)病院 (びょういん)との格差 (かくさ)を生 (う)むいわゆる「精神 (せいしん)科 (か)特例 (とくれい)」も是正 (ぜせい)されず、入院 (にゅういん)中 (ちゅう)の身体 (しんたい)拘束 (こうそく)や虐待 (ぎゃくたい)も未 (いま)だ続 (つづ)いています。精神 (せいしん)医療 (いりょう)・保健 (ほけん)福祉 (ふくし)の抜本 (ばっぽん)的 (てき)改革 (かいかく)について貴 (き)党 (とう)のお考 (かんが)えを伺 (うかが)います。
以下 (いか)の選択肢 (せんたくし)から優先 (ゆうせん)すべきと考 (かんが)える２つまでに、○をつけてお答 (こた)えください（１つでもよい）。

① 自由 (じゆう)剥奪 (はくだつ)の強制 (きょうせい)入院 (にゅういん)である医療 (いりょう)保護 (ほご)入院 (にゅういん)や措置 (そち)入院 (にゅういん)について、抜本 (ばっぽん)的 (てき)な検討 (けんとう)をすべきである。
② 虐待 (ぎゃくたい)にもつながる「精神 (せいしん)科 (か)特例 (とくれい)」など、精神 (せいしん)科 (か)医療 (いりょう)を特殊 (とくしゅ)化 (か)しない医療 (いりょう)改革 (かいかく)を徹底 (てってい)すべきである。
③ 意思 (いし)決定 (けってい)支援 (しえん)など支援 (しえん)者 (しゃ)と信頼 (しんらい)関係 (かんけい)を築 (きず)き、本人 (ほんにん)が自 (みずか)らの生き方 (い　かた)を実現 (じつげん)できる支援 (しえん)を充実 (じゅうじつ)すべきである。
④ 退院 (たいいん)後 (ご)の住宅 (じゅうたく)や福祉 (ふくし)サービスなど、家族 (かぞく)に頼 (たよ)らなくとも地域 (ちいき)で暮 (く)らせる支援 (しえん)システムを拡充 (かくじゅう)すべきである。
⑤ 精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)に根強 (ねづよ)い差別 (さべつ)・偏見 (へんけん)を解消 (かいしょう)するための人権 (じんけん)啓発 (けいはつ)のあり方について検討 (けんとう)し、継続 (けいぞく)して実施 (じっし)することが求 (もと)められる。
●その他、お気 (き)づきのことなどあれば自由 (じゆう)に記述 (きじゅつ)してください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)
回答 (かいとう)なし
精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)の方々 (かたがた)が地域 (ちいき)の一員 (いちいん)として安心 (あんしん)して自分 (じぶん)らしく暮 (く)らすことができるよう、医療 (いりょう)、障害 (しょうがい)福祉 (ふくし)・介護 (かいご)、住 (す)まい、普及 (ふきゅう)啓発 (けいはつ)等 (とう)が包括 (ほうかつ)的 (てき)に確保 (かくほ)された「精神 (せいしん)障害 (しょうがい)にも対応 (たいおう)した地域 (ちいき)包括 (ほうかつ)ケアシステム」の構築 (こうちく)を進 (すす)めてまいります。
また、入院 (にゅういん)制度 (せいど)を含 (ふく)む精神 (せいしん)保健 (ほけん)医療 (いりょう)福祉 (ふくし)のあり方については、今後 (こんご)とも当事者 (とうじしゃ)を含 (ふく)む関係 (かんけい)者 (しゃ)のご意見 (いけん)を聴 (き)きつつ、検討 (けんとう)を進 (すす)めてまいります。
なお、精神 (せいしん)科 (か)特例 (とくれい)については、平成 (へいせい)12年 (ねん)の医療 (いりょう)法 (ほう)改正 (かいせい)に伴 (ともな)い既 (すで)に廃止 (はいし)されているものと承知 (しょうち)しています。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
①、④
精神 (せいしん)疾患 (しっかん)による患者 (かんじゃ)やその家族 (かぞく)への地域 (ちいき)生活 (せいかつ)支援 (しえん)の強化 (きょうか)等 (とう)を充実 (じゅうじつ)させ、地域 (ちいき)で自立 (じりつ)した生活 (せいかつ)ができるよう、病院 (びょういん)から地域 (ちいき)への移行 (いこう)を促進 (そくしん)します。移行 (いこう)に必要 (ひつよう)な生活 (せいかつ)支援 (しえん)の在り方 (あ　かた)については、当事者 (とうじしゃ)とともに議論 (ぎろん)しながら検討 (けんとう)します。また、患者 (かんじゃ)の尊厳 (そんげん)を守 (まも)るため、精神 (せいしん)科 (か)病院 (びょういん)での身体 (しんたい)拘束 (こうそく)の削減 (さくげん)を進 (すす)めます。家族 (かぞく)等 (とう)が同意 (どうい)や不 (ふ)同意 (どうい)の意思 (いし)表示 (ひょうじ)をしない場合 (ばあい)に、市町村 (しちょうそん)長 (ちょう)の同意 (どうい)が安易 (あんい)に行 (おこな)われ、医療 (いりょう)保護 (ほご)入院 (にゅういん)が増加 (ぞうか)することのないよう、必要 (ひつよう)な措置 (そち)を講 (こう)じます。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
④、⑤
精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)を社会 (しゃかい)の一員 (いちいん)として人権 (じんけん)を尊重 (そんちょう)し、社会 (しゃかい)全体 (ぜんたい)が精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)について正 (ただ)しい知識 (ちしき)を持 (も)てる様 (よう)啓発 (けいはつ)活動 (かつどう)を強化 (きょうか)します。また、医療 (いりょう)機関 (きかん)の負担 (ふたん)を減 (へ)らすことで、限 (かぎ)られた医療 (いりょう)資源 (しげん)を他 (た)の医療 (いりょう)に振り向 (ふ む)けることも可能 (かのう)になります。ケアのメニューを充実 (じゅうじつ)させ、精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)ができるだけ社会 (しゃかい)で生活 (せいかつ)できるようなサービスの展開 (てんかい)が必要 (ひつよう)です。とくに精神 (せいしん)障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が地域 (ちいき)社会 (しゃかい)で暮 (く)らしていくためには、①住宅 (じゅうたく)政策 (せいさく)②就労 (しゅうろう)政策 (せいさく)③ヘルパー（介助 (かいじょ)）制度 (せいど)の充実 (じゅうじつ)④グループホームの増設 (ぞうせつ)⑤ピアサポート・ピアカウンセリング等 (とう)の充実 (じゅうじつ)⑥障害 (しょうがい)者 (しゃ)総合 (そうごう)支援 (しえん)法 (ほう)による計画 (けいかく)相談 (そうだん)体制 (たいせい)の充実 (じゅうじつ)⑦家族 (かぞく)負担 (ふたん)(本人 (ほんにん)からすれば家族 (かぞく)依存 (いぞん))の軽減 (けいげん)などの実現 (じつげん)が必要 (ひつよう)だと考 (かんが)えています。

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
⑤
大人 (おとな)の発達 (はったつ)障 (しょう)がいへの社会 (しゃかい)全体 (ぜんたい)での理解 (りかい)を促進 (そくしん)するため、「精神 (せいしん)・発達 (はったつ)障害 (しょうがい)者 (しゃ)しごとサポーター養成 (ようせい)講座 (こうざ)」の更 (さら)なる実施 (じっし)等 (とう)、国 (くに)による啓発 (けいはつ)活動 (かつどう)・指導 (しどう)等 (とう)の強化 (きょうか)に取り組 (と く)みます。
さらに、既存 (きぞん)の発想 (はっそう)にとらわれない新 (あら)たな社会 (しゃかい)参加 (さんか)・就労 (しゅうろう)機会 (きかい)の場 (ば)を確保 (かくほ)します。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
①、④
精神 (せいしん)科 (か)医療 (いりょう)改革 (かいかく)には選択肢 (せんたくし)のどれも必要 (ひつよう)と考 (かんが)えます。その一方 (いっぽう)で、世界 (せかい)に類 (るい)を見 (み)ない入院 (にゅういん)患者 (かんじゃ)の多 (おお)さと長期 (ちょうき)入院 (にゅういん)を改善 (かいぜん)するためには、日本 (にっぽん)の精神 (せいしん)科 (か)病院 (びょういん)の9割 (わり)が民間 (みんかん)病院 (びょういん)で、病床 (びょうしょう)利用 (りよう)率 (りつ)を上 (あ)げなければ病院 (びょういん)経営 (けいえい)が成り立 (な　た)たない構造 (こうぞう)を変 (か)える必要 (ひつよう)があります。日本 (にっぽん)と同様 (どうよう)に民間 (みんかん)病院 (びょういん)が多 (おお)いベルギーで入院 (にゅういん)を減 (へ)らした方法 (ほうほう)が参考 (さんこう)になると考 (かんが)えます。期間 (きかん)を区切 (くぎ)って計画 (けいかく)的 (てき)に精神 (せいしん)科 (か)病院 (びょういん)の社会 (しゃかい)的 (てき)入院 (にゅういん)者 (しゃ)を減 (へ)らすとともに、減 (へ)った分 (ぶん)の病床 (びょうしょう)の入院 (にゅういん)料 (りょう)を一定 (いってい)期間 (きかん)（5年間 (ねんかん)）国 (こく)が補償 (ほしょう)し、病院 (びょういん)スタッフの雇用 (こよう)を維持 (いじ)して地域 (ちいき)の精神 (せいしん)医療 (いりょう)・保健 (ほけん)のアウトリーチに回 (まわ)すなどの仕組 (しく)みを設 (もう)け、段階 (だんかい)的 (てき)に人的 (じんてき)・物的 (ぶってき)資源 (しげん)と予算 (よさん)を地域 (ちいき)サービスに回 (まわ)すという方法 (ほうほう)です。

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
①、②
精神 (せいしん)科 (か)病床 (びょうしょう)を持 (も)つ病院 (びょういん)が突然 (とつぜん)運営 (うんえい)を停止 (ていし)し、地域 (ちいき)に１つも精神 (せいしん)科 (か)病院 (びょういん)がないなどの事態 (じたい)が全国 (ぜんこく)で起 (お)きています。ただでさえ厳 (きび)しい病院 (びょういん)運営 (うんえい)に加 (くわ)えて、精神 (せいしん)科 (か)特例 (とくれい)が虐待 (ぎゃくたい)を助長 (じょちょう)するなど、医療 (いりょう)体制 (たいせい)に深刻 (しんこく)な影響 (えいきょう)をあたえています。精神 (せいしん)科 (か)特例 (とくれい)は一刻 (いっこく)も早 (はや)く改 (あらた)めるべきです。精神 (せいしん)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)士 (し)（ＰＳＷ）の役割 (やくわり)が重要 (じゅうよう)ですが、登録 (とうろく)者 (しゃ)の4分 (ぶん)の１程度 (ていど)しか医療 (いりょう)機関 (きかん)にいません。精神 (せいしん)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)士 (し)の待遇 (たいぐう)改善 (かいぜん)を求 (もと)めます。
精神 (せいしん)科 (か)の長期 (ちょうき)入院 (にゅういん)の中 (なか)で70～80代 (だい)の患者 (かんじゃ)が多 (おお)く、認知 (にんち)症 (しょう)などの高齢 (こうれい)者 (しゃ)を受け入 (うけい)れる施設 (しせつ)や在宅 (ざいたく)介護 (かいご)を支 (ささ)える体制 (たいせい)がなければ長期 (ちょうき)入院 (にゅういん)は解決 (かいけつ)しません。精神 (せいしん)医療 (いりょう)・保健 (ほけん)福祉 (ふくし)のためにも、介護 (かいご)を支 (ささ)える介護 (かいご)報酬 (ほうしゅう)の抜本 (ばっぽん)的 (てき)な引き上 (ひきあ)げが必要 (ひつよう)です。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
①、⑤
これも２つだけ〇をしましたが、いずれも重要 (じゅうよう)だと思 (おも)います。


５．障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)の改正 (かいせい)について
障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)は2011年 (ねん)の改正 (かいせい)の際 (さい)、附則 (ふそく)第 (だい)二 (に)条 (じょう)で３年 (ねん)後 (ご)の見直 (みなお)しを規定 (きてい)していますが、現在 (げんざい)まで改正 (かいせい)はなされていません。2014年 (ねん)に障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)条約 (じょうやく)を批准 (ひじゅん)し、2022年 (ねん)には「総括 (そうかつ)所見 (しょけん)（勧告 (かんこく))」が出 (だ)され、障害 (しょうがい)施策 (しさく)に対 (たい)してさまざまな懸念 (けねん)事項 (じこう)が指摘 (してき)されています。
国内 (こくない)では、障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)の制定 (せいてい)（2013年 (ねん)）や情報 (じょうほう)アクセシビリティ法 (ほう)の制定 (せいてい)（2022年 (ねん)）など、大 (おお)きな進展 (しんてん)も見 (み)られます。2024年 (ねん)７月 (がつ)には優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)問題 (もんだい)をめぐる最高裁 (さいこうさい)判決 (はんけつ)が出 (だ)され、政府 (せいふ)は障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)けた行動 (こうどう)計画 (けいかく)を策定 (さくてい)しました。
障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)の改正 (かいせい)について、貴 (き)党 (とう)のお考 (かんが)えをお教 (おし)えください。
以下 (いか)の選択肢 (せんたくし)から優先 (ゆうせん)すべきと考 (かんが)える２つまでに、○をつけてお答 (こた)えください（１つでもよい）。

①第 (だい)一 (いち)条 (じょう)「目的 (もくてき)」の条文 (じょうぶん)に、「障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)条約 (じょうやく)を踏 (ふ)まえて」という趣旨 (しゅし)を盛り込 (もりこ)むべきである。
②二 (に)条 (じょう)「定義 (ていぎ)」の条文 (じょうぶん)を現状 (げんじょう)に合 (あ)わせて検討 (けんとう)し、「合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)」の定義 (ていぎ)を新設 (しんせつ)すべきである。
③第 (だい)四 (よん)条 (じょう)「差別 (さべつ)の禁止 (きんし)」において、「合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)の否定 (ひてい)」が差別 (さべつ)に該当 (がいとう)することを明文化 (めいぶんか)し、「関連 (かんれん)差別 (さべつ)」や女性 (じょせい)と障害 (しょうがい)などの「複合 (ふくごう)的 (てき)差別 (さべつ)」等 (とう)について明記 (めいき)すべきである。
④第 (だい)五 (ご)条 (じょう)「年金 (ねんきん)等 (とう)」では、障害 (しょうがい)者 (しゃ)の所得 (しょとく)を障害 (しょうがい)のない人 (ひと)と同 (おな)じ水準 (すいじゅん)にする視点 (してん)から、障害 (しょうがい)に関連 (かんれん)する追加 (ついか)費用 (ひよう)、無 (む)年金 (ねんきん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)の救済 (きゅうさい)、障害 (しょうがい)者 (しゃ)団体 (だんたい)との協議 (きょうぎ)などを加筆 (かひつ)すべきである。
⑤第 (だい)二 (に)十 (じゅう)八 (はち)条 (じょう)「選挙 (せんきょ)等 (とう)における配慮 (はいりょ)」は、投票 (とうひょう)方法 (ほうほう)の明記 (めいき)や行政 (ぎょうせい)の責務 (せきむ)などを加筆 (かひつ)し、障害 (しょうがい)者 (しゃ)が立候補 (りっこうほ)する場合 (ばあい)の規定 (きてい)を盛り込 (も こ)むなど、抜本 (ばっぽん)的 (てき)な検討 (けんとう)が必要 (ひつよう)である。
⑥障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)条約 (じょうやく)の批准 (ひじゅん)、国連 (こくれん)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)委員 (いいん)会 (かい)からの総括 (そうかつ)所見 (しょけん)などを踏 (ふ)まえて、「障害 (しょうがい)者 (しゃ)施策 (しさく)の監視 (かんし)」「権利 (けんり)侵害 (しんがい)からの救済 (きゅうさい)と制裁 (せいさい)」「統計 (とうけい)及 (およ)び資料 (しりょう)の収集 (しゅうしゅう)」など、新 (あら)たな条文 (じょうぶん)を設 (もう)けるべきである。
●その他、お気 (き)づきのことなどあれば自由 (じゆう)に記述 (きじゅつ)してください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)
回答 (かいとう)なし
障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)は障害 (しょうがい)者 (しゃ)施策 (しさく)全体 (ぜんたい)の理念 (りねん)法 (ほう)という位置 (いち)づけであり、今回 (こんかい)選択肢 (せんたくし)に提示 (ていじ)されている問題 (もんだい)意識 (いしき)は基本 (きほん)的 (てき)に個別 (こべつ)法 (ほう)の検討 (けんとう)の中 (なか)において対応 (たいおう)するべきものと認識 (にんしき)しております。総括 (そうかつ)所見 (しょけん)も踏 (ふ)まえ、障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)委員 (いいん)会 (かい)からの意見 (いけん)聴取 (ちょうしゅ)を経 (へ)て策定 (さくてい)された第 (だい)五 (ご)次 (じ)障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)計画 (けいかく)に基 (もと)づく取組 (とりくみ)を進 (すす)めていくことが、まずは必要 (ひつよう)であると考 (かんが)えております。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
回答 (かいとう)なし
誰 (だれ)もが安心 (あんしん)して暮 (く)らし活躍 (かつやく)できる共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)を実現 (じつげん)するため、改正 (かいせい)障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)に基 (もと)づく、民間 (みんかん)事業 (じぎょう)者 (しゃ)による合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)の提供 (ていきょう)の義務 (ぎむ)化 (か)を踏 (ふ)まえた法 (ほう)内容 (ないよう)の周知 (しゅうち)啓発 (けいはつ)等 (とう)の取り組 (と　く)みの強化 (きょうか)をはじめ、第 (だい)５次 (じ)障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)計画 (けいかく)に盛り込 (も　こ)まれたさまざまな障 (しょう)がい者 (しゃ)施策 (しさく)を着実 (ちゃくじつ)に進 (すす)めてまいります。また、必要 (ひつよう)に応 (おう)じて、障 (しょう)がい者 (しゃ)施策 (しさく)を見直 (みなお)しつつ、基本 (きほん)法 (ほう)の中 (なか)で優生 (ゆうせい)思想 (しそう)の根絶 (こんぜつ)を明確 (めいかく)に規定 (きてい)し、社会 (しゃかい)全体 (ぜんたい)にその危険 (きけん)性 (せい)を共有 (きょうゆう)するなど、障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)、障害 (しょうがい)者 (しゃ)虐待 (ぎゃくたい)防止 (ぼうし)法 (ほう)などの法 (ほう)制度 (せいど)の改正 (かいせい)を行 (おこな)います。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
選択 (せんたく)なし
障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)については、不断 (ふだん)にその運用 (うんよう)状況 (じょうきょう)を監視 (かんし)、検討 (けんとう)していく必要 (ひつよう)があります。そのために貴 (き)団体 (だんたい)をはじめとした関係 (かんけい)者 (しゃ)、各 (かく)方面 (ほうめん)の方々 (かたがた)の声 (こえ)を受け止 (う と)めて参 (まい)りたいと思 (おも)います。今後 (こんご)とも忌憚 (きたん)のないご意見 (いけん)をお願 (ねが)いします。具体 (ぐたい)的 (てき)な法 (ほう)改正 (かいせい)については、国会 (こっかい)内 (ない)で各党 (かくとう)の合意 (ごうい)が重要 (じゅうよう)と考 (かんが)えており、まずはその議論 (ぎろん)の場 (ば)を設 (もう)けることが大事 (だいじ)だと考 (かんが)えています。

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
選択 (せんたく)なし
精神 (せいしん)障 (しょう)がい、知的 (ちてき)障 (しょう)がい、身体 (しんたい)障 (しょう)がいの当事者 (とうじしゃ)の政策 (せいさく)決定 (けってい)過程 (かてい)への参画 (さんかく)を実現 (じつげん)し、ともに議論 (ぎろん)しながら障 (しょう)がい者 (しゃ)政策 (せいさく)を進 (すす)めます。内閣 (ないかく)府 (ふ)に設置 (せっち)した政策 (せいさく)委員 (いいん)会 (かい)の機能 (きのう)強化 (きょうか)など、障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)の改正 (かいせい)を検討 (けんとう)します。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
①、③

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
①、③
共産党 (きょうさんとう)は15年 (ねん)も手 (て)つかずの障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)を障害 (しょうがい)者 (しゃ)権利 (けんり)条約 (じょうやく)の水準 (すいじゅん)で見直 (みなお)すべきと求 (もと)めてきました。「合理 (ごうり)的 (てき)配慮 (はいりょ)をおこなわないことは差別 (さべつ)である」の明記 (めいき)や、平等 (びょうどう)な社会 (しゃかい)参加 (さんか)のために「必要 (ひつよう)な支援 (しえん)を権利 (けんり)として保障 (ほしょう)する」ことを規定 (きてい)し「国 (くに)と自治体 (じちたい)の支援 (しえん)提供 (ていきょう)義務 (ぎむ)の明確 (めいかく)化 (か)」を反映 (はんえい)させることなどが必要 (ひつよう)です。
障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)に三 (さん)障害 (しょうがい)の一元化 (いちげんか)が明記 (めいき)されているにもかかわらず、生活 (せいかつ)保護 (ほご)の加算 (かさん)の認定 (にんてい)については、身体 (しんたい)・知的 (ちてき)障害 (しょうがい)者 (しゃ)は障害 (しょうがい)者 (しゃ)手帳 (てちょう)によって、精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)のみ年金 (ねんきん)証書 (しょうしょ)の等級 (とうきゅう)で判断 (はんだん)されています。こうしたいまだに精神 (せいしん)障害 (しょうがい)者 (しゃ)だけ区別 (くべつ)されている制度 (せいど)も残 (のこ)されており、障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)をいきたものとして、さらに制度 (せいど)を拡充 (かくじゅう)できる「改正 (かいせい)」が必要 (ひつよう)です。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
①、③
これもいずれも重要 (じゅうよう)ですが、あえて①③に丸 (まる)しました。


６．貴 (き)党 (とう)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)の特徴 (とくちょう)について
　貴 (き)党 (とう)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)で、衆議院 (しゅうぎいん) 選挙 (せんきょ)にあたり最 (もっと)も訴 (うった)えたいことについて、簡潔 (かんけつ)にお書 (か)きください。また、冊子 (さっし)やホームページなどで公表 (こうひょう)されている障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)をお示 (しめ)しください。

◆自由民主党 (じゆうみんしゅとう)
「障害 (しょうがい)を理由 (りゆう)とする差別 (さべつ)の解消 (かいしょう)の推進 (すいしん)に関する法律 (ほうりつ)（障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)）」の施行 (しこう)を踏 (ふ)まえて、より一層 (いっそう)の周知 (しゅうち)を図 (はか)る等 (とう)、障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)にむけて、「障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する偏見 (へんけん)や差別 (さべつ)のない共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に向 (む)けた行動 (こうどう)計画 (けいかく)」に基 (もと)づき、教育 (きょういく)・啓発 (けいはつ)などを含 (ふく)めた取組 (とりく)みを強化 (きょうか)します。また、障害 (しょうがい)者 (しゃ)スポーツや、障害 (しょうがい)者 (しゃ)の芸術 (げいじゅつ)・文化 (ぶんか)活動 (かつどう)の更 (さら)なる推進 (すいしん)にも取り組 (とりく)みつつ、必要 (ひつよう)に応 (おう)じて障害 (しょうがい)者 (しゃ)基本 (きほん)法 (ほう)改正 (かいせい)を検討 (けんとう)します。
障害 (しょうがい)福祉 (ふくし)施策 (しさく)について、強度 (きょうど)行動 (こうどう)障害 (しょうがい)への対応 (たいおう)も含 (ふく)め、障害 (しょうがい)者 (しゃ)の重度 (じゅうど)化 (か)・高齢 (こうれい)化 (か)に対応 (たいおう)し、障害 (しょうがい)者 (しゃ)が希望 (きぼう)する地域 (ちいき)での自立 (じりつ)生活 (せいかつ)の実現 (じつげん)・継続 (けいぞく)を支援 (しえん)するため、地域 (ちいき)生活 (せいかつ)支援 (しえん)拠点 (きょてん)等 (とう)や基幹 (きかん)相談 (そうだん)支援 (しえん)センターの整備 (せいび)促進 (そくしん)などを進 (すす)めます。また、障害 (しょうがい)福祉 (ふくし)人材 (じんざい)の確保 (かくほ)に向 (む)けて、処遇 (しょぐう)改善 (かいぜん)に取り組 (と　く)みます。
「医療 (いりょう)的 (てき)ケア児 (じ)及 (およ)びその家族 (かぞく)に対する支援 (しえん)に関する法律 (ほうりつ)」を踏 (ふ)まえ、医療 (いりょう)的 (てき)ケア児 (じ)やその家族 (かぞく)等 (とう)への支援 (しえん)を進 (すす)めます。また、児童 (じどう)発達 (はったつ)支援 (しえん)センターの機能 (きのう)強化 (きょうか)などにより、地域 (ちいき)における障害 (しょうがい)児 (じ)支援 (しえん)の充実 (じゅうじつ)を図 (はか)ります。
障害 (しょうがい)特性 (とくせい)や就労 (しゅうろう)ニーズの多様 (たよう)化 (か)が進 (すす)む中 (なか)で、精神 (せいしん)、発達 (はったつ)障害 (しょうがい)者 (しゃ)等 (とう)の就労 (しゅうろう)支援 (しえん)やテレワーク等 (とう)の推進 (すいしん)を通 (つう)じ、雇用 (こよう)の質 (しつ)の向上 (こうじょう)を図 (はか)ります。障害 (しょうがい)者 (しゃ)雇用 (こよう)と福祉 (ふくし)の連携 (れんけい)を強化 (きょうか)し、2025年 (ねん)10月 (がつ)から施行 (しこう)された就労 (しゅうろう)選択 (せんたく)支援 (しえん)の円滑 (えんかつ)な実施 (じっし)や障害 (しょうがい)者 (しゃ)就労 (しゅうろう)を支 (ささ)える専門 (せんもん)人材 (じんざい)の育成 (いくせい)強化 (きょうか)など、効果 (こうか)的 (てき)で切れ目 (き　め)のない支援 (しえん)体制 (たいせい)の構築 (こうちく)を進 (すす)めます。我 (わ)が党 (とう)が主導 (しゅどう)した「障害 (しょうがい)者 (しゃ)優先 (ゆうせん)調達 (ちょうたつ)推進 (すいしん)法 (ほう)（ハート購入 (こうにゅう)法 (ほう)）」の着実 (ちゃくじつ)な実施 (じっし)に努 (つと)めます。
「障害 (しょうがい)者 (しゃ)による情報 (じょうほう)の取得 (しゅとく)及 (およ)び利用 (りよう)並 (なら)びに意思 (いし)疎通 (そつう)に係 (かか)る施策 (しさく)の推進 (すいしん)に関する法律 (ほうりつ)」を踏 (ふ)まえ、意思 (いし)疎通 (そつう)支援 (しえん)が必要 (ひつよう)な障害 (しょうがい)者 (しゃ)等 (とう)に対する手話 (しゅわ)その他 (た)のコミュニケーション支援 (しえん)の充実 (じゅうじつ)に努 (つと)めます。併 (あわ)せて、「視覚 (しかく)障害 (しょうがい)者 (しゃ)等 (とう)の読書 (どくしょ)環境 (かんきょう)の整備 (せいび)の推進 (すいしん)に関する法律 (ほうりつ)」を踏 (ふ)まえ、読書 (どくしょ)環境 (かんきょう)の整備 (せいび)を進 (すす)めます。また、「手話 (しゅわ)に関する施策 (しさく)の推進 (すいしん)に関する法律 (ほうりつ)」を踏 (ふ)まえ、手話 (しゅわ)に関する施策 (しさく)を総合 (そうごう)的 (てき)に推進 (すいしん)します。
更 (さら)に、2025年 (ねん)12月 (がつ)に成立 (せいりつ)した「高次 (こうじ)脳 (のう)機能 (きのう)障害 (しょうがい)者 (しゃ)支援 (しえん)法 (ほう)」を踏 (ふ)まえ、高次 (こうじ)脳 (のう)機能 (きのう)障害 (しょうがい)者 (しゃ)支援 (しえん)センターの整備 (せいび)等 (とう)により、高次 (こうじ)脳 (のう)機能 (きのう)障害 (しょうがい)者 (しゃ)やその家族 (かぞく)等 (とう)への支援 (しえん)に取り組 (と　く)みます。
引き続 (ひ　つづ)き、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)の自立 (じりつ)と社会 (しゃかい)参加 (さんか)のための基盤 (きばん)整備 (せいび)や人材 (じんざい)の確保 (かくほ)を積極 (せっきょく)的 (てき)に推進 (すいしん)してまいります。

◆中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう) 
医療 (いりょう)・介護 (かいご)・障 (しょう)がい福祉 (ふくし)・教育 (きょういく)など、生 (い)きていく上 (うえ)で不可欠 (ふかけつ)な公的 (こうてき)サービスへのアクセスを保障 (ほしょう)するベーシック・サービスを拡充 (かくじゅう)します。
〇医療 (いりょう)・介護 (かいご)・保育 (ほいく)・障 (しょう)がい福祉 (ふくし)従事 (じゅうじ)者 (しゃ)などの給与 (きゅうよ)を全 (ぜん)産業 (さんぎょう)平均 (へいきん)へ引き上 (ひ　あ)げます。
〇障 (しょう)がい福祉 (ふくし)サービスなどの報酬 (ほうしゅう)改定 (かいてい)を見直 (みなお)し、障 (しょう)がい福祉 (ふくし)サービスを充実 (じゅうじつ)させます。
〇障 (しょう)がいの有無 (うむ)にかかわらず、文化 (ぶんか)や芸術 (げいじゅつ)、スポーツを通 (つう)じた共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)を実現 (じつげん)します。
〇障 (しょう)がい者 (しゃ)用 (よう)ICカード、運賃 (うんちん)の精神 (せいしん)障 (しょう)がい者 (しゃ)割引 (わりびき)、航空機 (こうくうき)バリアフリートイレの導入 (どうにゅう)を進 (すす)めるとともに、「心 (こころ)のバリアフリー」を推進 (すいしん)します。
中道 (ちゅうどう)改革 (かいかく)連合 (れんごう)HPの基本 (きほん)政策 (せいさく)と2026主要 (しゅよう)政策 (せいさく)をご参照 (さんしょう)ください。

◆日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)
158.分身 (ぶんしん)ロボットなどのテクノロジー開発 (かいはつ)や、超 (ちょう)短時間 (たんじかん)雇用 (こよう)の導入 (どうにゅう)等 (とう)の規制 (きせい)緩 (かん)和 (わ)を通 (つう)じ、身体 (しんたい)・知的 (ちてき)・精神 (せいしん)の障 (しょう)がい種別 (しゅべつ)にとらわれない障 (しょう)がい者 (しゃ)雇用 (こよう)率 (りつ)の向上 (こうじょう)を推進 (すいしん)します。
159. 障 (しょう)がい者 (しゃ)福祉 (ふくし)についても、雇用 (こよう)契約 (けいやく)を前提 (ぜんてい)とする障 (しょう)がい者 (しゃ)雇用 (こよう)率 (りつ)制度 (せいど)（法 (ほう)定 (てい)雇用 (こよう)率 (りつ)）に加 (くわ)え、フリーランスや就労 (しゅうろう)継続 (けいぞく)支援 (しえん)事業 (じぎょう)所 (しょ)等 (とう)への発注 (はっちゅう)額 (がく)を評価 (ひょうか)する仕組 (しく)みを導入 (どうにゅう)する等 (とう)により、多様 (たよう)な働 (はたら)き方 (かた)を促進 (そくしん)します。
160. 障 (しょう)がい者 (しゃ)の就労 (しゅうろう)系 (けい)福祉 (ふくし)サービスについて、在宅 (ざいたく)（テレワーク）での利用 (りよう)を一層 (いっそう)普及 (ふきゅう)させるため、事業 (じぎょう)所 (しょ)への周知 (しゅうち)やICT環境 (かんきょう)整備 (せいび)の支援 (しえん)を推進 (すいしん)します。
161.長時間 (ちょうじかん)の介助 (かいじょ)を受 (う)けられる「重度 (じゅうど)訪問 (ほうもん)介護 (かいご)」のサービスについては、経済 (けいざい)活動 (かつどう)中 (ちゅう)にも利用 (りよう)可能 (かのう)にする等 (とう)、重度 (じゅうど)障 (しょう)がい者 (しゃ)が活躍 (かつやく)できる環境 (かんきょう)を整備 (せいび)します。
162. 障 (しょう)がい者 (しゃ)の社会 (しゃかい)参加 (さんか)に必要 (ひつよう)な情報 (じょうほう)アクセスやコミュニケーション手段 (しゅだん)の
保障 (ほしょう)、デジタル・ディバイド（情報 (じょうほう)格差 (かくさ)）解消 (かいしょう)のため、行政 (ぎょうせい)サービスを中心 (ちゅうしん)として情報 (じょうほう)保障 (ほしょう)の充実 (じゅうじつ)化 (か)を図 (はか)ります。また、「手話 (しゅわ)施策 (しさく)推進 (すいしん)法 (ほう)」に基 (もと)づく施策 (しさく)を推進 (すいしん)します。
163. 障 (しょう)がい児 (じ)がライフステージを通じて一貫 (いっかん)した療育 (りょういく)支援 (しえん)を受 (う)けられるよう、療育 (りょういく)発達 (はったつ)支援 (しえん)施設 (しせつ)の拡充 (かくじゅう)など地域 (ちいき)における療育 (りょういく)支援 (しえん)体制 (たいせい)を構築 (こうちく)します。
（日本 (にほん)維新 (いしん)の会 (かい)マニュフェスト「維新 (いしん)八 (はち)策 (さく)2026個別 (こべつ)政策 (せいさく)集 (しゅう)」より）

◆国民 (こくみん)民主党 (みんしゅとう)
障 (しょう)がい者 (しゃ)・難病 (なんびょう)患者 (かんじゃ)が住み慣 (す な)れた地域 (ちいき)で安心 (あんしん)して自立 (じりつ)した生活 (せいかつ)が送 (おく)れるよう、「障害 (しょうがい)者 (しゃ)差別 (さべつ)解消 (かいしょう)法 (ほう)」の実効 (じっこう)性 (せい)のある運用 (うんよう)をめざします。障 (しょう)がいの有無 (うむ)等 (とう)にかかわらず、同 (おな)じ場 (ば)で共 (とも)に学 (まな)び、働 (はたら)く「インクルーシブ教育 (きょういく)・雇用 (こよう)」を推進 (すいしん)します。また、障 (しょう)がい者 (しゃ)福祉 (ふくし)における公的 (こうてき)支援 (しえん)全般 (ぜんぱん)の所得 (しょとく)制限 (せいげん)撤廃 (てっぱい)、手話 (しゅわ)言語 (げんご)法 (ほう)、情報 (じょうほう)コミュニケーション法 (ほう)の制定 (せいてい)、重度 (じゅうど)障 (しょう)がい者 (しゃ)の自立 (じりつ)支援 (しえん)給付 (きゅうふ)と孤立 (こりつ)防止 (ぼうし)に向 (む)けて、安心 (あんしん)して暮 (く)らすことができる居場所 (いばしょ)作 (づく)りに取り組 (と　く)みます。

◆れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)
重度 (じゅうど)障害 (しょうがい)の当事者 (とうじしゃ)議員 (ぎいん)２名 (めい)を有 (ゆう)するれいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)は、「私 (わたし)たちに関することは私 (わたし)たちなしに何 (なに)も決 (き)めるな！」を一番 (いちばん)の基本 (きほん)としています。衆議院 (しゅうぎいん)選挙 (せんきょ)のマニュフェストでは、「障害 (しょうがい)、ジェンダー、国籍 (こくせき)など当事者 (とうじしゃ)・少数 (しょうすう)者 (しゃ)が排除 (はいじょ)されない社会 (しゃかい)を！」を訴 (うった)え、その中 (なか)で障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)として
①障害 (しょうがい)の有無 (うむ)で分 (わ)け隔 (へだ)てられることなく、共 (とも)に育 (そだ)ち、学 (まな)ぶ、インクルーシブ保育 (ほいく)・教育 (きょういく)へ転換 (てんかん)する
②期間 (きかん)を区切 (くぎ)って計画 (けいかく)的 (てき)に地域 (ちいき)移行 (いこう)を促進 (そくしん)し、施設 (しせつ)入所 (にゅうしょ)者 (しゃ)、精神 (せいしん)科 (か)病院 (びょういん)の入院 (にゅういん)者 (しゃ)を減 (へ)らす。強制 (きょうせい)入院 (にゅういん)と新規 (しんき)入所 (にゅうしょ)はなくす
③障害 (しょうがい)福祉 (ふくし)サービスの年齢 (ねんれい)・地域 (ちいき)・利用 (りよう)目的 (もくてき)等 (とう)での制限 (せいげん)をなくし、地域 (ちいき)で暮 (く)らし続 (つづ)けられる切れ目 (き　め)のない制度 (せいど)にする。６５歳 (さい)以上 (いじょう)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)に対する介護 (かいご)保険 (ほけん)優先 (ゆうせん)原則 (げんそく)はなくす。
を掲 (かか)げています。それ以外 (いがい)の詳細 (しょうさい)な障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)に関しては、れいわ新選 (しんせん)組 (ぐみ)の基本 (きほん)政策 (せいさく)の「障害 (しょうがい)・共生 (きょうせい)」をご参照 (さんしょう)ください。
https://reiwa-shinsengumi.com/policy/

◆日本 (にほん)共産党 (きょうさんとう)
今回 (こんかい)の選挙 (せんきょ)の重点 (じゅうてん)施策 (しさく)は「障害 (しょうがい)児 (じ)者 (しゃ)の福祉 (ふくし)・医療 (いりょう)は所得 (しょとく)制限 (せいげん)をなくし無料 (むりょう)にします。障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)や手当 (てあて)の認定 (にんてい)基準 (きじゅん)や認定 (にんてい)システムを見直 (みなお)し、所得 (しょとく)制限 (せいげん)を廃止 (はいし)して、支援 (しえん)の必要 (ひつよう)な障害 (しょうがい)者 (しゃ)に公平 (こうへい)に支給 (しきゅう)される制度 (せいど)にします」です。
共産党 (きょうさんとう)は障害 (しょうがい)を自己 (じこ)責任 (せきにん)化 (か)する利用 (りよう)料 (りょう)負担 (ふたん)に反対 (はんたい)し、自立 (じりつ)支援 (しえん)法 (ほう)施行 (しこう)以来 (いらい)、20年間 (ねんかん)一貫 (いっかん)して無料 (むりょう)を求 (もと)めてきました。障害 (しょうがい)者 (しゃ)世帯 (せたい)の福祉 (ふくし)利用 (りよう)料 (りょう)の年間 (ねんかん)負担 (ふたん)総額 (そうがく)は約 (やく)100億 (おく)円 (えん)、障害 (しょうがい)児 (じ)世帯 (せたい)は約 (やく)200億 (おく)円 (えん)です。自公 (じこう)政権 (せいけん)が「持続 (じぞく)可能 (かのう)な制度 (せいど)」のためだと、所得 (しょとく)制限 (せいげん)さえなくしてきませんでした。引き続 (ひ　つづ)き福祉 (ふくし)・医療 (いりょう)の無料 (むりょう)化 (か)を求 (もと)めていきます。
共産党 (きょうさんとう)は「障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)不 (ふ)支給 (しきゅう)倍増 (ばいぞう)問題 (もんだい)の検証 (けんしょう)と再発 (さいはつ)防止 (ぼうし)対策 (たいさく)、障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)の改善 (かいぜん)を求 (もと)める緊急 (きんきゅう)要求 (ようきゅう)」を昨年 (さくねん)12月 (がつ)に発表 (はっぴょう)し、厚 (こう)労 (ろう)省 (しょう)に申し入 (もう　い)れをおこないました。障害 (しょうがい)者 (しゃ)の所得 (しょとく)保障 (ほしょう)の重要 (じゅうよう)な柱 (はしら)である障害 (しょうがい)年金 (ねんきん)問題 (もんだい)の改善 (かいぜん)に向 (む)けて、引き続 (ひ　つづ)きとりくみます。
共産党 (きょうさんとう)の障害 (しょうがい)者 (しゃ)政策 (せいさく)を詳 (くわ)しく述 (の)べている各 (かく)分野 (ぶんや)政策 (せいさく)「28　障害 (しょうがい)・難病 (なんびょう)・慢性 (まんせい)疾病 (しっぺい)」「29旧 (きゅう)優生 (ゆうせい)保護 (ほご)法 (ほう)」は、日本 (にっぽん)共産党 (きょうさんとう)のHP「政策 (せいさく)」からご覧 (らん)いただけますので、ぜひ見 (み)てください。

◆参政 (さんせい)党 (とう)
回答 (かいとう)待 (ま)ち

◆社会民主党 (しゃかいみんしゅとう)
主 (おも)なものとしては、実効 (じっこう)性 (せい)のある包括 (ほうかつ)的 (てき)差別 (さべつ)禁止 (きんし)法 (ほう)の制定 (せいてい)と人権 (じんけん)救済 (きゅうさい)機関 (きかん)の設置 (せっち)、公共 (こうきょう)文通 (ぶんつう)におけるバリアフリーの推進 (すいしん)などがあります。
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